
 





①



②



③



④



⑤



⑥



- 1 -

67

－1－



第１章

- 2 -

ー操縦士の養成・確保策を主なテーマとし、上記状況調査から見えてきた現状

の課題について整理を行い、課題解決への取組について検討を行うこととした。 

２ アンケート及びヒアリングによる再徹底状況調査 

(1) 概要

消防防災航空隊における現状の安全管理体制及び航空消防防災体制に

ついての把握並びに、課題抽出を目的とし、全ての消防防災ヘリコプター

運航団体1に対しアンケート及びヒアリングによる調査を実施した。 

アンケートは、「消防防災ヘリコプターによる山岳救助のあり方に関す

る検討会報告書」（平成 24 年消防庁）の提言内容の実施状況及び航空消防

防災体制について調査項目を定め、確認を行った。ヒアリングについては、

アンケートへの回答に至る理由及び各運航団体の実態把握を行った。

(2) 実施時期

ア アンケート

平成 29 年４月 27 日から５月 19 日まで

イ ヒアリング

平成 29 年５月 24 日から６月 14 日まで

(3) 調査結果

安全確保策の現状 

ア 消防防災航空隊の組織、人員等

全ての運航団体において、運航管理を統括する運航管理責任者等が配

置されている。こうした職員は、航空隊基地ではなく、遠隔の本部庁舎

等にて勤務する運航団体が多い。 

1 兵庫県消防防災航空隊及び神戸市航空機動隊は共同運航につき、集計上１団体とし

た。
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第２章 安全性の向上

ヘリコプターは、その高速性と機動力により、地上からは接近困難な場所にお

いても消防力の投入を可能とさせ、各地域の安全安心に大きく貢献している。同

時に、主な活動が高高度で行われ、少しの判断ミスや不安全行動が、重大事故に

つながる危険を伴うことも事実である。 

今回行った調査結果から見えてくる、各消防防災航空隊の安全管理意識の高

さは、こうした事実を十分認識している証拠ともいえるが、更なる安全性の向上

に向け、改善の余地があると思われる点について、以下のとおり検討を行った。

１ ヘリコプター動態管理システム 

(1) ヘリコプター動態管理システムの常時活用

ヘリコプター動態管理システム1は、ヘリコプター位置情報の通信機能、

メッセージ送受信機能、災害場所等の地点登録機能を有し、広域応援時に

おけるヘリコプターの効果的運用を目的とし、消防防災ヘリコプターへの

配備が進んできた。 

ヘリコプター動態管理システムは、機上装置からヘリコプターの位置情

報を送信する間隔を 20 秒から 3,600 秒の範囲で設定することが可能とな

っており、間隔が短いほど、リアルタイムに近い位置情報が地上端末上で

表示される仕組みとなっている。運用状況については、通信間隔が短くな

れば通信費用も増えることから、災害出動時のみの使用に制限していたり、

飛行の目的によって通信間隔を切り替えたりする等、一様ではない。 

運航団体にとっては通信費の負担が増えることになるが、ヘリコプター

動態管理システムの配備・運用状況及び機能を勘案すると、各運航団体が

システムを常時起動し、航空隊基地においてヘリコプターの正確な動態監

視を徹底することで、以下の点において通常運航時も含めた安全性向上が

見込まれることから、運航種別を問わず、積極的に常時活用する必要がある。 

➣ 気象情報をはじめとする、運航又は活動に影響する情報を適宜機体側

へ送信することで、危険回避につながる。

➣ 機体側に緊急事態が生じた際に、システム上に表示される軌跡データ

から、機体位置が推測可能となり、迅速で効率的な捜索救難活動につな

がる。

1 イリジウム衛星通信を利用して、機体に搭載した装置からヘリコプターの位置情報を送信することで、

地上端末を設置している災害対策本部や航空隊基地においてリアルタイムに機体の動態を把握することが

できるシステム。平成 29 年度中に全消防防災ヘリコプターへ搭載されることになっている。 
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(2) ヘリコプター動態管理システムの高度化

ヘリコプター動態管理システムの常時活用により、安全管理体制の向上

が見込まれる点は、前述のとおりである。当システムは、ヘリコプターの

効率的な運用を目的として配備が進められてきたところであるが、今後の

技術の進展と併せ、安全性向上を含めた機能の追加を検討していく必要性

は高い。 

特に、操縦面に特化した事後検証については、ほとんどの運航団体にお

いて実施されていない現状を踏まえると、安全性向上の機能として、飛行

時の機体状況の可視化が考えられる。機体の角度や速度等の情報を元に、

飛行後の運航面の振り返りに活用できるという点で、安全性向上への効果

が期待できる。 

２ ヒヤリ・ハット事例の共有 

 ほとんどの運航団体が、活動終了後のデブリーフィングにおいて、活動時に

見られた危険行動の検証を行い、対策を講じることで、事故の未然防止に努

めている。しかし、それらをヒヤリ・ハット事例として記録・蓄積し、共有・

伝承している運航団体は少ない。個々の運航団体の中だけでは、蓄積される

事例数が限られ、潜在危険予測訓練への活用が難しいことが、一つの原因と

考えられる。

つまり、ヒヤリ・ハット事例の共有体制を支える最大の要素は事例数の確保

と言える。よって、何らかの方法により、消防防災の全運航団体で認知した事

例を吸い上げ、共有できる仕組みが必要と考えるのは妥当である。

事例数の確保を図るには、提出元の秘匿性確保や非懲罰の徹底を行う等、事

例の提出に際して、運航団体や操縦士の抵抗感を無くす仕組みも整えていか

なければならない。

また、事故のあらゆる芽を摘んでいくためには、集まった事例を、過去の教

訓として活用していくことを、各運航団体が念頭に置く必要がある。

３ ＣＲＭの導入 

  ＣＲＭ2（クルー・リソース・マネジメント）は、航空技術が飛躍的に発達

し、航空機事故が大幅に減少したとされる 1970 年代以降、横ばいで推移する

航空事故の約 80%が、人的要因（ヒューマンエラー）によるものであるとい

うＩＡＴＡ（国際航空運送協会）の調査結果を背景に、民間航空会社を中心に

2 クルー・リソース・マネジメント（Crew Resource Management）は、チームメンバーの力を結集し

て安全運航を達成するために、対人関係や協調性などを専門的技術として訓練で身につけさせ、チームの

業務遂行能力を向上させること。
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浸透していった経緯があり3、自衛隊や海上保安庁等、安全な任務遂行の目的

で取り組んでいる防災機関も多い。

消防防災航空隊の中にもＣＲＭに着目し、自衛隊出身の操縦士が習得した手

法を基に、部隊の活動効率の向上や事故防止の取組としてすでに取り入れてい

る運航団体もあるが、全体としては少ない。また、ほとんどの運航団体が、部

隊内のコミュニケーションを重視し、互いの意見の尊重に努めていることが確

認されたが、このような意思疎通を明確な手法として確立するにはいたってい

ない。

このことから、消防防災航空隊全体として安全性向上を図る上で、ＣＲＭの

導入は有効と考えられ、手法の確立に向けて、考察と工夫が求められるところ

である。

ＣＲＭの効果を最大限に活かすためには、搭乗する者全てが、その概念を統

一的に認識する必要がある。また、ＣＲＭは日々、研究が重ねられ、進歩して

いくものであることから、継続的な研修が必要になる。

以上を念頭に置き、消防防災航空隊へのＣＲＭ導入に向け、研修の手法、研

修機会の設定、受講対象者の選定について、今後さらに調査・研究をしていく

必要があると言える。

４ ２人操縦体制の導入 

２人操縦体制を導入している運航団体の多くが、機長に不測の事態が発生し

た時への備えや、計器類の操作補助によって機長の負担を軽減できることを主

な理由に挙げている。また、同じ操縦士の目線で飛行中の周囲監視が行えるこ

とも、安全管理上、非常に大きな効果があるという見方が強い。これに対し、

２人の操縦士が搭乗することで、積載重量の兼ね合いから、活動隊員数、活動

可能高度及び時間の制限につながる懸念を抱く運航団体も多い。 

しかし、操縦かんを握る操縦士が空間識失調4に陥る場合や体調不良となる

場合等、人命に危険を及ぼす致命的な事故につながりかねない事態への備えは、

何よりも優先されるものである。

資料３（P.86）で示すとおり、過去の重大インシデント及び多くの死傷者が

発生した消防防災ヘリコプターの事故において、１人操縦体制の運航団体の割

合が高いという事実も看過するべきではない。

また、第４章で後述するとおり、ＯＪＴによって業務を遂行しつつ、若手操

縦士の養成を行っていく必要があるが、養成期間中の操縦士であっても、操縦

3 村上耕一[1997]『機長のマネジメント』産業能率大学出版部 
4 操縦者が自分又は操縦している航空機の姿勢、位置、運動状態（方向、速度、回転）などを客観的に把

握できなくなる状態。

－16－



第２章

- 16 - 

浸透していった経緯があり3、自衛隊や海上保安庁等、安全な任務遂行の目的

で取り組んでいる防災機関も多い。

消防防災航空隊の中にもＣＲＭに着目し、自衛隊出身の操縦士が習得した手

法を基に、部隊の活動効率の向上や事故防止の取組としてすでに取り入れてい

る運航団体もあるが、全体としては少ない。また、ほとんどの運航団体が、部

隊内のコミュニケーションを重視し、互いの意見の尊重に努めていることが確

認されたが、このような意思疎通を明確な手法として確立するにはいたってい

ない。

このことから、消防防災航空隊全体として安全性向上を図る上で、ＣＲＭの

導入は有効と考えられ、手法の確立に向けて、考察と工夫が求められるところ

である。

ＣＲＭの効果を最大限に活かすためには、搭乗する者全てが、その概念を統

一的に認識する必要がある。また、ＣＲＭは日々、研究が重ねられ、進歩して

いくものであることから、継続的な研修が必要になる。

以上を念頭に置き、消防防災航空隊へのＣＲＭ導入に向け、研修の手法、研

修機会の設定、受講対象者の選定について、今後さらに調査・研究をしていく

必要があると言える。

４ ２人操縦体制の導入

２人操縦体制を導入している運航団体の多くが、機長に不測の事態が発生し

た時への備えや、計器類の操作補助によって機長の負担を軽減できることを主

な理由に挙げている。また、同じ操縦士の目線で飛行中の周囲監視が行えるこ

とも、安全管理上、非常に大きな効果があるという見方が強い。これに対し、

２人の操縦士が搭乗することで、積載重量の兼ね合いから、活動隊員数、活動

可能高度及び時間の制限につながる懸念を抱く運航団体も多い。

しかし、操縦かんを握る操縦士が空間識失調4に陥る場合や体調不良となる

場合等、人命に危険を及ぼす致命的な事故につながりかねない事態への備えは、

何よりも優先されるものである。

資料３（P.86）で示すとおり、過去の重大インシデント及び多くの死傷者が

発生した消防防災ヘリコプターの事故において、１人操縦体制の運航団体の割

合が高いという事実も看過するべきではない。

また、第４章で後述するとおり、ＯＪＴによって業務を遂行しつつ、若手操

縦士の養成を行っていく必要があるが、養成期間中の操縦士であっても、操縦

3 村上耕一[1997]『機長のマネジメント』産業能率大学出版部
4 操縦者が自分又は操縦している航空機の姿勢、位置、運動状態（方向、速度、回転）などを客観的に把

握できなくなる状態。
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する機種の型式限定資格を有していれば、不測の事態において操縦を交代する

ことに支障はない。

したがって、各運航団体においては、今後の操縦士の養成・確保も見据えな
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６ 消防防災航空隊の組織、人員等 

(1) 航空隊基地への運航責任者の配置

全ての運航団体で、運航管理を統括する運航管理責任者等を配置してい
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5 航空法第 61 条及び航空法施行規則第 149 条 
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運航団体もある。一方で、航空隊基地に、運航管理責任者等を補佐する運

航責任者（航空センター長又はそれと同等の職）が常駐せず、県庁庁舎等

での定期的な会議や巡視により、航空隊の運営管理を行っている運航団体

もある。 

基地に常駐する運航責任者は、県庁庁舎等で勤務する運航管理責任者へ、

運航状況に係る報告連絡を行うほか、客観的な立場から部隊の管理・監督

をしており、組織の運営上、重要な役割を担っている。 

人員確保の課題もあるが、航空隊基地への運航責任者の配置は、組織の

連絡体制や職員管理の面からも非常に重要と言える。 

(2) 航空隊基地への運航管理要員の配置

委託運航団体では、委託契約に運航管理要員の派遣を含んでいることが

多く、要員は概ね確保されている現状であるが、祝休日に配置が困難にな

る場合もある。自主運航団体の多くは、専任の運航管理要員を配置してお

らず、残留する職員に対する同業務の指定が不明確な場合がある。 

消防防災における運航管理要員は、航空法上、配置する義務が生じるも

のではない。しかし、基地で得られた気象情報や、活動に必要な情報を適

宜機体側へ伝達できる点で、運航管理要員は安全管理上、非常に重要な役

割を果たしていると考えられることから、各運航団体においては、こうし

た要員の配置に努める必要がある。 

７ 航空センター及び道県庁主管課（消防本部主管課）の運航状況の把握 

緊急出動前に、道県庁主管課（消防本部主管課）責任職あてに電話又はメ

ールにより、飛行状況の把握を行っている運航団体が多い。また、道県庁主

管課（消防本部主管課）において、ヘリコプター動態管理システムを活用し、

飛行状況を把握している運航団体も多い。 

しかしながら、こうした連絡は緊急出場時のみに限られ、訓練、通常運航

時については、省略する運航団体が多い。 

主管課による運航状況の常時把握は、組織として、万事への即応体制を整

える上で不可欠である。このことから、各運航団体は、運航種別にかかわら

ず、飛行時は道県庁主管課（消防本部主管課）への連絡を行うなど、規程等に

基づいた飛行状況の把握を徹底する必要がある。 

８ 出動決定権者による各操縦士の技能管理 

多くの委託運航団体では、操縦士の技能管理を運航受託会社が行っており、

団体自らが、操縦士の技能管理を行っているケースは少ない。 

操縦士の実績把握・技能管理については、操縦に関する、安全確実な活動水
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準を見極めるための重要な要素であり、運航団体の適切な出動可否判断につな

がるものである。 

第４章でも後述するように、安全確保を図る上でも、運航主体として操縦士

の技能管理を行う手法について、検討を行う必要がある。 

９ ブリーフィングの実施 

ほとんどの運航団体で、出動前のブリーフィングにより、運航及び活動時の

安全確認が行われているが、要請から出場までの時間短縮を図る中で、飛行前

ブリーフィングを省略又は一部省略して出動する運航団体がある。

飛行前のブリーフィングは、活動方針や緊急時の手順を、部隊で確実に共有

する取組であり、飛行中の安全管理に直結するものと言える。

出動までの時間短縮を図り、ブリーフィングを省略することは、不安全行動

につながる可能性もあることから、災害・訓練などの飛行種別にかかわらず、

当該活動に携わる職員全員による飛行前のブリーフィングを徹底する必要が

ある。

10 死角部分の見張り 

飛行中の死角部分の見張りについては、ほぼ全ての運航団体で体制が整って

いるが、ホバリングしての救助活動中(救助隊員の投入中)に、見張りに必要な

人員を十分に確保できていない運航団体が見受けられる。 

救助活動中における樹木等への機体の接触が墜落事故につながった事例も

あることから、安全管理を重視し、救助活動中は十分な見張り体制を確保する

必要がある。 

11 シミュレーターの活用 

フルフライトシミュレーター及び飛行訓練装置（ＦＴＤ）は、実機では実施

が困難な緊急操作の訓練が可能となることから、これらの活用は、操縦面での

安全性向上を図る上で、非常に有効と考えられる。 

また、後述の計器飛行証明の取得・維持にも有用なものであり、消防防災に

おける需要も高い。 

しかしながら、日本国内におけるシミュレーターの配置数は限られており、

運航団体の希望や計画どおりに活用できていないのが現状である。 

また、運航団体の保有する機種に合致するシミュレーターが配置されている

海外へ出向かなければならず、操縦士の長期不在や、高額の費用負担が生じる

といった課題もある。  

以上の現状及び課題を踏まえると、運航団体によるシミュレーターの活用に
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むけ、国からの財政措置や、配備のあり方について、引き続き検討を進めてい

く必要がある。 

12 計器飛行 

計器飛行により、有視界飛行が困難な夜間や悪天候下においても飛行が可能

となり、大規模災害発生時における広域応援の迅速化を図ることができる。ま

た、飛行中の急な天候変化により、有視界飛行が難しくなる事態においても、

計器飛行へ切替えることで、危険地帯からの避難行動が可能となり、安全性向

上の面からも有効性は高い。 

こうした利点から、消防防災ヘリコプター操縦士は計器飛行証明の資格取得

が望まれるところであるが、前述のとおり、シミュレーターが潤沢に配置され

ていない現状において、資格維持に必要な飛行時間の確保が困難であることや、

多額の費用が必要となるということが課題となっている。 

以上のことから、計器飛行の定着に向けた取組については、今後の計器飛行航

路や訓練環境の整備状況にも留意しながら、引き続き検討していく必要がある。 

13 ヘリコプターの運航に関する規程・要綱・マニュアル等の整備 

(1) 点検・見直し

ヘリコプターの運航に関する規程・要綱・マニュアル等については、全て

の運航団体において策定されており、事故が発生した場合や機体更新時等に

見直しを行う場合が多い。 

しかし、長期間にわたり点検・見直しを行わず、規程内容が実態とかい離

している運航団体もある。 

こうした運航団体については、今回の長野県消防防災ヘリコプターの事故

を契機として、点検・見直しを行う必要がある。 

(2) 意思決定プロセス

出動可否の判断については、全ての運航団体において、最終的に出動決定

を行う者が規程等で明確化されている。機長のみの判断に委ねることなく、

航空隊スタッフ等からの助言を参考にするなど、複数の者が出動決定の判断

に関わっている。 

しかし、その際の意思決定プロセスが明らかになっていない又は、出動決

定権者が休務の場合の意思決定プロセスが定められていない運航団体が多

数認められた。 

意思決定プロセスは、出動決定権者が根拠を持って責任ある判断を行うた

めに必要なものであることから、こうした運航団体については、規程等で定

める必要がある。 
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(3) 出動可否の判断基準の数値化・明文化

出動可否の判断基準を数値化・明文化することについて、各操縦士の技量

の違いや天候の推移などの要因により、一律に数値化・明文化することが必

要以上の活動制限につながるとの考え方もあるが、出動決定権者が根拠を持

って責任ある判断を行うためには、地域特性を考慮した、出動可否の判断基

準や活動停止の決定基準等が必要であり、規程等で明確にする必要がある。 

(4) 出動決定権者の着任後教育

出動決定権者への着任後教育については、項目を定めて実施している運航

団体は少ない。 

出動決定権者が行う航空隊の運用判断には、航空分野の専門知識を含めた

多岐にわたる知識が必要であることから、必要な項目を検討し、着任後研修

が確実に実施される体制を構築する必要がある。 

(5) 山岳救助活動及び水難救助活動に特化したマニュアルの整備

山岳救助活動及び水難救助活動などの活動種別ごとに特化したマニュア

ル（全般的な救助活動マニュアルに含まれる場合を含む。）については、山

岳救助で６割弱、水難救助で７割強の団体で整備できているが、他の運航団

体については未整備となっている。 

山岳救助活動や水難救助活動には、活動を行う上でそれぞれ特有の留意

事項があり、広域応援等で管轄区域以外の地域に出場することも考えられる

ことから、各運航団体の地域事情に関わらず、山岳救助活動や水難救助活動

を行う上で必要な事項について、マニュアル等で明確にする必要がある。 

(6) 隊員降下中の見張り・ボイスプロシージャー

飛行中の死角部分の見張りについては、ほぼ全ての運航団体で体制が整っ

ているが、隊員降下中の見張りについてマニュアル化が図られていない運航

団体や、ボイスプロシージャー（発唱手順）が定められていない運航団体が

ある。 

見張り要員の配置やボイスプロシージャーは、事故防止を図る上で非常に

重要な項目であることから、こうした項目を定めていない運航団体について

は、必要な項目について検討を行い、マニュアル等で明確にする必要がある。 
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(2) 操縦士の増加策・財政措置

前項の２人操縦体制の推進には、より多くの消防防災ヘリコプター操縦

士を確保していくことが不可欠である。 

委託運航団体では、委託契約において、派遣される操縦士数を定めており、

自主運航団体は、採用条件を満たす者を操縦士職として採用（中途採用）し

ていることがほとんどである。しかし、２人操縦体制の推進にあたり、必要

な操縦士数を確保できない可能性もあることから、いずれの運航形態をと

る運航団体においても、自主養成を一つの有効策として検討する価値はあ

る。 

 自主養成は、運航団体において採用した職員から選抜した者を、自組織の

操縦士として養成していく方法である。上記の運航委託や中途採用とは異

なり、運航団体の精神を理解する者から選考し育成できることから、離職率

の低下が期待できる。また、運航団体自ら計画的な養成が可能となり、操縦

士の安定した確保が図られると考えられる。 

 しかし、自主養成において、消防防災ヘリコプターの操縦に必要な全ての

資格取得経費を、運航団体が負担する必要がある。加えて、資格取得の過程

で、養成対象者が棄権する可能性も否定できない。 

 以上の点を踏まえると、現行の操縦士確保の方法を継続しながらも、必要

に応じて、自主養成による操縦士の養成・確保に取り組めるよう、各運航団

体は操縦士希望者の選抜要領や養成計画を検討しておくことが賢明と言え

る。 

 また、消防庁においては、自主養成や、前項の２人操縦体制の実施に伴っ

て運航団体に求められる多額の人材育成費への国の財政措置、その他の養

成方法を幅広く検討していく必要もある。 
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